
島根県緑の少年団育成要綱 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、公益社団法人島根県緑化推進委員会（以下「委員会」と

いう。）が県内の緑の少年団を育成し、その活動の強化を図り、もってそ

の健全な発展に資することを目的とする。 
（定義） 
第２条 緑の少年団（以下「少年団」という。）とは、次代を担う子ども達が森

林での学習活動、地域での社会奉仕活動、野外でのレクリエーション活

動を通じて、自然を愛し、人を愛し、自ら社会を愛する心豊かな人間に

育っていくことを目的とした子ども達の自主的な団体をいう。 
（事業） 
第３条 委員会は、少年団の育成を図るため、次の事業を行う。 
  （１） 少年団の育成及び指導 
  （２） 少年団指導者の育成及び研修 
  （３） 少年団の交流及び情報交換 
  （４） その他目的を達成するために必要な事項 
（登録） 
第４条 少年団を新規に結成したときは、所定の申込書（別紙）を委員会に提

出する。 
（活動） 
第５条 少年団は、次の活動を行う。 
  （１）学習活動 
      団員の年齢、学力などに応じた自然とのかかわりのもてる野外学

習の実施 
  （２）奉仕活動 
      汗を流すことの尊さ、社会の一員としての自覚を養うため、緑の

募金運動への協力、緑化行事への参加や公園の清掃等の実施 
 
  （３）野外活動 
      自然とのかかわりの中で、いろいろな遊びを体験し、相互扶助の

精神を養う集団活動の実施。 
（運営） 
第６条 委員会は、島根県、島根県教育委員会、市町村、市町村教育委員会の

協力を得て少年団の育成に当たる。 
（経費） 
第７条 少年団育成の事業に要する経費は、委員会が予算の範囲内で負担する。 
（雑則） 
１ この要綱は平成２３年６月２１日から適用する。 
２ この要綱は平成２４年４月 ２日から適用する。 


